
 

Instructions for use

Title 1909年韓国改正学校令にみる「学校体操」

Author(s) 西尾, 達雄

Citation 体育学研究, 28(4), 279-286

Issue Date 1984-03-01

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/44209

Type article

File Information TK28-4_279-286.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


1909年韓国改正学校令にみる「学校体操j

西 尾 達 雄(横浜市立上菅問中学校〉

(昭和58年 6月25日受付〉

“School gymnastics" on the basis of Korean 

“school law" revised in 1909 

Tatsuo Nishio1 

Abstract 

The purpose of this study is to examine the subject of “school gymnastics" which was 

embodi巴dby the 1909 revis巴d“school law円.

The subj己ctof“school gymnastics" made it's sudden appearance in place of the previous 

“normal gymnastics and military drill" in 1909 and disappeared by 1911.“Teaching method of 

school gymnastics"巴ditedby Korean Gakubu (th巴 Ministry of Education) gives us a clue to 

understand the reason why “school gymnastics" was adopted as a school subject so suddenly. 

The book was published in 1910 but th巴 preface，which showed the aim of the book， had already 

been written in 1908. In the prefac巴 theydeclared their dissatisfaction at“military drill " and 

expressed their wishes to spread “school gymnastics" as a scientific one. 

“Military drill" widely spread to schools including private ones in those days was regarded 

as a hotbed of anti-J apanese movement. The Ministry of Education adopted “school gymnastics" 

as a countermeasure to this movement. 

(Tatsuo Nishio，““ School gymnastics" on the basis of Korean “school law" revised in 1909，" 

Jap. J. PI.り'5.Educ.， 28-4: 279ー286March， 1984) 

研究の目的と方法

1902年 2月に緒言が書かれ， 1910年 6月に韓国

学部より発行された『学校躍操教授書J (以下

『教授書Jと略)は，その目的・内容とも1905年

(明治38年)に文部省に呈出された日本の『韓操

選戯取調報告J (以下『報告』と略)に一致する

ところが多い。両者の目次を示せば以下のとおり

である。

学校鰻操教授書 目次

第一章韓操科列目的

第二章鑑操演習判基本的形式

I't! 基本的形式

乙基本的形式を定玄理由

丙各基本的形式列目的

第三章基本姿勢

第四章瞳操演習叫種類

運動準備其一，共二

第一演習…・第九演習

1 Kamisugeta Junior High School， Hodogaya， Yokohama， Kanagaτ:va (240) 
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第五章姿勢及連動31進度標準

第六章各個演習教程局編成法

第七章各個演習教程教授上注意

第八章各個演習教程

第九意連続演習

鰻操遊戯取調報告調査事項関次

鰻操科ノ目的

二鐙操演習ノ基本的形式

甲基本的形式

乙 基本的形式ヲ定メタノレ理由

丙各基本的形式ノ目的

μ)生理的自的(ロ)訓練的目的

三基本姿勢

四鎧操演習ノ種類

五鰭操演習要自ノ:数例

甲 骨量操(各笛)演習ノ倒

乙韓操(遠鏡〉演習ノ倒

『報告』は， このあと六から一九までの調査事

項があるが， 11教授書』と関連する部分は以上で

ある。これをみても両者が同様の内容であること

がうかがえる。

以前筆者は， 11教授警』について， r従来の体

操は，学理に基づかない不十分なものであり，指

導者養成も十分なものでなかったJ状況に対し，

『報告』を範とした指導者用の啓蒙歯書として出

版されたと説明した。また，両者の「骨量操科ノ目

的Jにおける若干の相違を「社会状況の相違に帰

国Jしていると述べ，社会的要請の相違によるも

のであると説明した出〉。さらに「学校体操Jとい

う教材については，羅lO)(p.121)と同様に進歩し

たものと捉えていた。しかし，そこでは， r学校

体操」という教材が何故にあらわれたのかについ

ては言及できなかった。

本稿では， 1909年改正学校令で突然現われ f併

合J後再び消える「学校体操jという教材に焦点

をあて， 11教援書』と『報告』の相違点について

再検討し，過去の見解の修正及び補足を試みた

U、。

学校体育の呂標と内容の変遷

先に述べた様に 「学校体操Jという教材は，

1909年に突怒あらわれている。そこで，それまで

の学校体育の呂標及び内容がどのようなものであ

ったのかを簡単に見ておきたい。また比較のため

に， 1911年のそれも付け加えておくことにする。

叙述の煩雑さを避けるため， 小学校(普通学

校)，中学校(高等学校・高等普通学校)，高等女

学校(女子高等普通学校〉のみ掲げることにす

る注2)。

目標は，以下に挙げる a-fにまとめられる。

なお，表現のちがい(発達設階及び性差による)

をh とか f2のように数字で示した。

表 i 学校令JlU体操の目標及び内容

校種|年 代 学校令施行規則 日 擦 1 内 容

4、 1895. 8 小学校教員5大綱 a1 bl C 1 |遊戯普通体操・兵式体操

学 1906. 8 普通学校令施行規則 a 1 b C2 d1 e |遊戯・普通体操

校
1911. 10 普通学校教育令規則 a1 b C 3 f 1 |遊戯・普逮体操

中 I1900. 9 中学校規則 明示されず |明示されず(教線的内容)

1906. 8 高等学校令施行規郊 a2 b C， |普通体操・兵式体操
学

|学校体操1909. 7 改正高等学校令施行規則 a 1 a， b c. d， 

校
1911. 10 高等普通学校教育令規則 a 1 b C3 f1 |髄体操・器械体操一一

女
1908. 4 高等女学校令施行規則 a， b c. f 2 |普通体操・遊戯

学 1909. 7 改正高等女学校令施行規則 a 1 a， b c， d. f， |遊戯・学校体操

校
1911. 4 女子高等普通学校教育令規則 al b C 3 f， |遊戯・髄体操
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a 1 身体各部を均斉lと発育

az身体を強健に

b 精神を快活剛毅に

C1 規律を守る

C2 規律を守り協同を尚ぷ

Ca 規律を守り節制を尚~

d1 四肢の動作を機敏に

む動作を機敏に

e 全身の健康の保護増進

ft姿勢を端正に

fz容儀を端正に

これらを学校令別に示せば，表1のとおりであ

る。

これを見ればわかるように Cの「規律云々」

の表現が厳しくなっている以外は，沼標における

変化はみられない。

同様に表 1より学校令と内容との対応をみれ

ば，小学校においては変っていないが，高等学校

及び高等女学校では， 1909年に「学校体諜Jとい

う教材が現われている。とれは，師範学校，実業

学校，外国語学校，成均錯等の諸学校においても

同様である。

しかも，すべての学校では， 1911年の教育令

で， r普通体操jが再び登場しているのである。

目標は，ほとんど、変っていないにもかかわら

ず，内容が突然変更された理由は何か，以下で言

及してゆきたい。

「学校体操j修正の要因

「学校体操Jについて，その実体が何であった

かは，資料的に不充分であるが， 1909年 7月の学

校令改正前に書かれ，改正後に出版された「学校

罷操教授書Jは，その手掛りを与えてくれる。同

警は，その緒言に出版の意図を次のように述べて

いる。

「従来諸学校で鑓諜を課してきたが，兵式鐙操

の一部を教授するに止まるところ多く，学理に基

く睦育的謹操を課することが殆んど無い。是を以

て義に官立漢域師範学校及陪漢域高等学校に傭轄

する学校鐙提専攻の教授諸氏に嘱託して先次普通

学校に課する控操を調査させ，京域内官立普通学

校教員の睡操講習会を開設したが，該講習は期間

が短かく且その重きを普通学校に置いたために，

其授けようとする所のものもわずかに各個演習の

一部と連続演習の一部に止まり，すなわち諸氏の

調査を更に煩わして講習した事項に増補させ普通

学校と高等程度の諸学校と共通する教授用図書を

編纂した。これ即ち本書である。」

この緒言から， r本書jは， r兵式鐙操の一部を

教授Jするだけに終っていることと， r学理に基

く鰻育的捜操」を実施してこなかったことへの不

満から出版されていることが，理解できる。そこ

で問題は， r兵式体操jを教授していることへの

不満なのか，文字通りその「一部Jしか教授でき

なかったことへの不満なのか，というととが第一

点である。第二点は， r学理に基く鐙育的鰭操J

とは向か，また逆に，従来の「学理」に基づかな

い体操とは何かである。

この二つの問題を検討する際に，当時の学校体

育をとりまく状況及び推移を考慮、しなければなら

ないであろう。

朝鮮の学制は， 1895年にはじまるが， 1906年の

改正に至るまで学校教育の進展は， r不張jであ

った。呉によれば，新教育を受け入れる「精神的風

土と物質的条件が具備されていなかったJのであ

る(呉的(p.97))。しかし「髄きゆく国連を挽回しj

国際社会の一員となる基礎は，新教育であるとい

う認識が識者に意識されはじめた(呉16)(p.107))。

それは，学校設立という動きとなり，徐々に広ま

っていった。そして， 1904年の日韓議定書の調印

は，この学校設立運動を教育による救国運動とい

う性格を持たせることになったのである。 1910年

5月現在の学部認可済私立学校数は， 2，250 にの

ぼり，その数は官公立学校の実に 22措であった

(阿部1))。 当時の大部分の学校で最も強調された

ことは， r民族精神の鼓吹と身体の言If錬jであっ

た(呉山(p.193))。

1906年，学校令が改正される。これは， 白木に

よる統監府設置に始まる「保護政策J下で行なわ

れたものであり，韓菌学部に多くの日本人官吏が

入り，との教育政策を推進する中で実施されたも

のであった。

この教育改革の主要方針は， r実なき教育」の

一掃ということであった。すなわち， r近時私立

学校ノ勃興ニツレ名ヲ韓国ノ富強開発ェ藷ノレモ其

実ノ之伴フモノ島、ク」また， r従来中学校官制ニ
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佐リ京城ニ唯一ノ宮立中学校アリシカ設備不完全

ニシテ中等学校ノ実ヲ挙クノレヲ得スJ (韓国学

部4) (p.7，27))という事態に対する対応であっ

た(傍点引用者)。この「実なき教育J，学校次官

後孫ーによれば「似而非ナノレ教育J (韓国学部7)

(p.57) )と呼ばれたものの実体が， rBタ遊戯調

練のみを事とJ(文部省山(p.l1))する学校教育，

すなわち， r兵式体操jだったのである。それは，

体操の時間以外でも行なわれ， r体育運動を通し

ての民族団結Jという性格をもっていたのである

〈羅ル (p.218))。

1906年の教育改革は， r実なき教育」の「不振j

を払拭し， r実Jある教育を推進することであっ

た。払拭の対象は，教師・財ム源等の物質的条件の

不足とともに， r兵式睦操ヲ是レ事トスノレヲ以テ

教養ノ本義ト心得J(韓国学部5))る状態だったの

である。

このような状況及び推移を考えるとき， rr教授

書』で「兵式鵠操の一部云々j とあるのは，兵式

体操に対する否定的理解と考えてよいであろう。

つまり，兵式体操を教授していることへの不満で、

あり，むしろそれのみを「一部」曲解して行なっ

ていることへの不満である。羅は，当時の体育教

師李基東と趨瑳照らが， r従来の兵式体操が身体

発育途上にある学徒らに有答無益である」と指摘

し， r近代的学校体操jを指導しようとした，と

述べている(羅山 (p.34))or似而非ナル教育」

は，身体発育上にも「有害jだったのである。い

ずれにせよ，これを止めさせるのに妥当な理論的

根拠をもった体操理論が必要であった。これが，

「学理に基く櫨育的骨量操」であった。 r学理Jに

基かない体操とは， r実なき教育」の実体である

兵式体操であった。これに対応する「学理」に基

く体育的体操が， rr報告Jの内容と一致するもの

であった。当時，韓国においては，その内容が兵

式体操に関らなければ，どんなものでも妥当で、あ

った。しかも， r科学的」なものであればなお良

しとすべきものであった。それが，当時日本で

「普通体操」を非科学的と主張して登場したスエ

ーデン体操を中心とした『報告』であった。これ

は，諸事情により，日本の学校体育の教材として

法f鈍化されるまで 8年余かかり，との時期にはま

だ法制化されていなかった。このような事情は，

『教授誉』にとって無関係であった。ただし，日

本で『報告Jが直ちに法制化されなかった理由の

一つに，従来兵式体操に含まれていた柔軟体操や

器誠体操を「体操Jとして軍事司1[諌との区別を明

確にしようとしたことにより，文部省と陸箪省の

意見が対立したことがあげられる(岸野・竹之

下9))。このような「体操Jと「軍事訓練」の区別

も，韓国学部にとって好都合であったかもしれな

し、。

以上のように『教授喜一J作成の動機を検討して

ゆくと，兵式体操にかわる「学理に基く鐙育的建

操Jとして「学校体操」が登場してきたことがわ

カ〉る。

羅によれば， r普通体操は， 1909年 7月 5日の

学校令改正公布まで約15年間実施されたが，その

内容をみれば矯正術，徒手体操，提棒体操等で，

号令によって終始指導され変化のないものであ

る。この体操は，保健思想を本質的に忘却された

ものといわれているJ(羅山 (p.34))と述べ， r普
通体操jの変化性の欠除及び「非科学性Jを根拠

に「学校体操」に改正されたと述べている。しか

し，その後再び「普通体操jが登場し， 1914年に

消滅するまで法制上残ったことからみても， r普
通体操・兵式体操」から「学校体操Jへの修正要

因は，むしろ「兵式体操」にあったのである。こ

のことは， 1911年の教育令における体育の内容

が， r普通体操」の再登場のみならず，兵式体操

にかわって「器城体操」となっていることからも

理解できる。

『教授書』と『報告』の比較検討

すでに，目次を示した様に， rr教授書jは， rr報
告』を翻訳したもののように見える。しかし，詳

しく調べてみると，両者には若干の相違がある。

そこで，両者の相違を明らかにし，その相違の意

味について言及したい。

両者の相違は， rr教授書Jの一主主から四章にあ

たるそれぞれの箇所の一部にみられる。一つは，

r~釘桑科ノ目的J，一つは，r健操演習ノ基本形式J
の「丙，各基本的形式ノ目的J，もう一つは， r基
本姿勢J，最後に「罷操演習ノ種類」においてで

ある。

まず，それぞれの相違点のみ掲げ，あとでその

マ
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意味について考察したい。

①「謹操科ノ目的」

F報告』では，次の八項目が掲げられている

(井上3) (p. 262))。

身体ノ動静ヲ間ハス常エ自然ノ優美ナノレ姿勢

ヲ保タシムノレコト

身体ノ各部ヲ均斉ェ発育セシムノレコト

全身ノ健康ヲ保護増進スノレコト

四肢ノ使用ニ際シテ強壮，耐久，機敏ヲ期ス

ノレコト

生涯中最モ多ク遭遇スヘキ運動特ェ職業及兵

程ノ義務ニ服スノレニ適スヘキ練習ヲ輿フノレコ

ト

精神ノ快活従順，果断，洗著，勇気ヲ増進セ

シムノレコト

附リ注意，観察，思考，断定，想像，忍耐

ヲ増進セシムノレコト

意思ヲ敏速且精密ニ実行シ得ヘカラシムノレコ

ト

規律ヲ守リ協同ヲ尚フノ習慣ヲ養フコト

ζの八項のうち， r教授書Jでは，第五項「生

涯中最モ多ク……J及び第六項の一部で「酎リ注

意，観察・…ーJ以下及び第七項「意思ヲ敏速…

…Jが掲げられていない。抱の文章は，全く同じ

である(韓国学部6) (p. 1))。

②「基本的形式ノ目的J
『報告Jでは，次の様である(井上わ(p.263))。

鰻操科ノ目的ノ¥或ニ論定セノレ所ナノレカ演習ノ基

本的形式ハ各特有ノ百的ヲ有スノレヲ以テ鰻操ヲ演

習セシムノレエ堂リテハ菩ク之ヲ理合シテ其ノ図的

ヲ達センコトヲ要ス今其ノ目的ヲ分テニトス

この前文のあとに， (イ)生理的自的， (ロ)訓練的目

的がそれぞれ書かれてある。この前文で異なると

とろは， r教授書ー』では， r今其ノ図的ヲ分テ二

トスj という箇所が無いととである。 したがっ

て，そのあとの「生理的問的j r訓練的目的Jと

いう区別がなく， r生理的目的」しか述べられて

いない。しかも， r生理的自的Jの意義を述べて

ある前文が， r教授書』には無いのである(韓国

学部6) (p. 4))。その前文は， 以下の通りである

(井上3) (p. 264))。

生理的目的ハ姿勢ヲ優美端正エシ撞康ヲ保護増

進シ全身ノ各部ヲ均斉=発育セシメ身罷ヲ強壮=

シ且其ノ動作ヲシテ機敏耐久ナラシメ以テ生涯中

最モ必要ナノレ運動特ニ職業及兵役ノ義務等ニ堪へ

シメンカ為適醤ナノレ練習ヲ奥フノレニアリ此等ノ目

的ハ全演習ヲ待チテ始メテ完ウスへ今モノナリ今

其ノ著シキ関係ヲ示セハ下ノ;如シ(傍点吉開者〉

このあと， r運動準備jから「呼吸運動Jまで

の10の演習ごとの局的が述べられている。 r教授

蓄Jでは，この演習ごとの目的だけである。その

内容は，全く同じである。また， r教授書Jに無

い「訓練的百的」を掲げると， 以下の還りであ

る。

訓練的図的ハ精神ノ快活ヲ保グシメ抱腹，果断，

沈惹勇気，忍耐，間情等ノ諾寵ト共=注意，観

察，想像，判断，審美，思慮，決心等ノ諸作用ヲ

進メ且ツ規律ヲ守り協同ヲ尚ブノ習慣ヲ得シムノレ

=在リ此等ノ毘的ハ全演習ヲ通シテ完ウスヘキモ

ノナリ今其ノ箸シキ関係ヲ示セハ以下ノ如シ(傍

点引用者)

ζの文につづいて， r鰻操準備ェ於テj， r調和

運動ニ於テj，r跳躍運動ニ於テj，r下肢及呼吸運

動=於テJのそれぞれの演習の訓練的目的を述べ

ている。

③「基本姿勢j

f教授書』の前文は，次の様である〈韓国学部7)

(p. 5))。

器操演習上用イノレ所ノ姿勢種々アリト酷モ此ヲ

推究スレパ其ノ基本グノレベキモノハ付直立姿勢。

脆坐姿勢(三)臥状姿勢(四)坐状姿勢C五)懸垂姿勢ノ五種

=シテ其ノ他ノ姿勢ハ皆此ヨリ生成シ頭・躯幹・

田技等ノ状態ニヨリテ各其ノ名ヲ異エセノレz 過ギ

ズ普通ノ韓操演習ニ於テハ直立姿勢及其ノ変形ノ

用車最モ多ク他四姿勢エ至リテハ謹操教室設備ノ

如何エ国リ取捨セザノレペカラザノレガ故ェ比較的其

ノ用少キモノナリ

『報告』では，次の通りである(井上め (p.

265))。

鐙操ノ演習上常ニ用フノレ所ノ姿勢詑=読令エ就

宇其ノ基本トナノレヘキモノヲ定ムノレコト下ノ如

シー直 立 姿勢ニ 脆 坐姿勢 三 臥状姿勢 図坐

状姿勢五懸垂姿勢

以上の説明のあと， r教授書Jで与は r直立姿

勢Jのみ r報告』では，五姿勢全部の演習の解

説がなされている。
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④「鐙操演習ノ種類J

これについては，次の五つの相違があげられる

(井上町pp.267-68，韓国学部6) (pp.27-:76))。

@演習中のJ!霞径の異なるもの i運動準備け

@lf'教授書』に有って『報告Jに無いもの:

第三全身運動の種類(lf'教授書jJ 11種， lf'報

告jJ 5麗)

O lf'報告』に有って『教授書Jに無いもの:

第一首及胸ノ運動(lf'報告jJ 5種， lf'教授書』

3種) 第二上肢ノ運動(lf'報告jJlO覆， lf'教授

書jJ 6種〉

elf'報告』と『教授書Jの内容がちがうもの:

第四肩及背ノ運動(四種は同じだが，五種以

降『報告』では， r伏臥シテ上鐙ヲ超ス，着ヲ

後ニヲiク」とあるが， lf'教授書』では， r屈膝足

ノ前後出J，r屈膝足ノ斜前後出J，r閉足/宮膝足

ノ前後出Jとなっている) 第五腹ノ運動(lf'報

告Jでは，五種あり「上鐙ノ後屈」のあと「仰

臥シテ上鰹ヲ起ス 仰臥シテ脚ヲ上下ス 伏臥

運動，倒立Jとなっているのに対し， lf'教授書』

では， r上謹ノ後屈」の後は， r屈藤挙肢Jだけ

である。)

@叙述形式のちがいlf'報告』では， r器棋連動」

を各演習毎に入れているが， r教授書Jでは，

これを纏めて後述している。構成上のちがいと

して， r報告Jの詔査事項五に対して， r教授

委J九主主となっている。 r報告』の一一四が

『教授書』の一章一四主主に対応し， r報告』の

五は， r教授蓄』の八章と九章に当っているo

F教授書』の五章一七章は，指導上の注意に関

することで，実賎の指導警としての性格を反映

したものである。

以上『報告Jと『教授書Jの相違点をあげてみ

た。これらの相違以外は，国次にみられるよう

に， 日本語の助詞及び送りがながハングノレ文字に

変っているだけと言ってきしっかえない。このよ

うにほとんど同様の内容をもった両者に，何故

上述した相違が生じたのであろうか。最後にその

意味を検討したい。

結論的に言えぼ，両者の相違点には，ある観点

から意罰的に省かれているものがあるという点で

共通性をもっている。その共通性について明らか

にしよう。

「盟操科ノ目的jにある「生濯中最モ多ク遭遇

スヘキ運動特ニ職業及兵設ノ義務=服スノレ Z 適ス

ヘキ練習ア輿フJレコト jは， r各基本的形式ノ目

的」の「生理的目的J前文にもあり， lf'教授蓄』

では省かれているところである。つまり， r教授

書」では， r生涯中最モ多ク遭遇スヘキ運動jで

ある「職業及兵設jに適す諌習を図的としてあげ

ていなのいである。 r報告』を説明した F龍予言之

理論及実際jJ (以下『理論及実際』と略)によれ

ば， r男児ノグメニハ特ニ職業的運動ニ注意シ，

旦ツ適蛍ノ時期エ於テ兵式教練ヲ諜スペシJ (元

文部省鑑操遊戯取調委員13) (p. 27))とある。つ

まり「何等ノ業務Jの基礎となることとともに

「児童ノ運命ヲ考へj必ず遭遇することに対する

準備として「兵式教練Jを練習するのである(元

文部省瞳操遊戯取調委員削 (p.26)0 r兵式教練

ヲ課スノレ直接目的Jについては， r他日兵役=服

スノレ際ニ基礎グノレベキ練習ヲ輿フノレニ在ノレガ故ニ

…漸次ニ箪離ノ精神グJレ規律服従ニ慣ラシメ，

終ニ能ク正確ェ兵士ノ動作ヲナサシ得ノレニ至ラシ

ムベシJ(元文部省謹操遊戯取調委員間 (p.27)) 

と述べている。 ここで「漸次ニj というのは，

「生徒ヲ兵卒視Jせず，しだいに「兵士ノ動作J
が正確にできるよう注意することであった。とも

あれ， r報告Jでは， r兵設JIこ適する練習は必要

なものであった。しかし， r教授書』では， ζれ

が不必要なものであったのである。

「桂操科ノ目的Jにある「注意，観察，思考，

断定，想像，忍耐等」は， r訓練的目的Jの内容

であり， r教授書』では無いところである。 r注
意Jr観察jについて， r理論及実際」では次のよ

うに説明している。 r鐙操科ノ教授ハスベテ指示

式」であり，被教育者が「注意ヲ怠り観察ヲ疎エ

センカ其ノ結果ノ、忽チ動作=現ノ、ノレカ故=J生徒

のわら状」を察するのに最も適当なものである

〈元文部省瞳操遊戯取調委員13) (p. 31))0 r従順

ノ:徳カ被教育者ノ修養上第一=必要ナノレコト言ヲ

侯グサノレJ(元文部省鎧操遊戯取調委員13)(p.31)) 

体操科の教授においてそれに従う「注意Jr観察j

が要求されたので、ある。「従順ノ徳Jはもちろん

「主事故ノ精神グノレ規律服従jのためであった。ま

た実際に「注意Jr観察JJ想像Jr判断jなど

は， r兵投Jに適する精神的訓練という性絡をも
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っている。例えば，教諌中において， r迅速ナノレ

敵ノ発見及其兵力行動ノ判定J，r昼夜ニ於ケノレ地

形，地物ノ価値ノ変化，夜暗ノ距離回開ェ及ス影

響Jr各種ノ状況ノ下に於ケノレ迅速果敢ナノレ前進J
などは，正にこれらの諾作用を要求するものであ

る(陸軍省17) (p. 87))0 11歩兵操典』によれば，

f兵卒ハ悶毅，勇猛ニシテ思磨、及果断ヲ有セサノレ

可ラスJ r兵卒ハ善良ナノレ教育ニ依テ其性質ヲ翠

酉ニシ独断ニ慣レ己レニ克ツ寸ヲ能ク」すること

が求められている(河村町。『学校教練必携JIIと

よれば， r企国心ヲ発揮シ追随ヲ許サザノレ創意ト

果敢ナノレ新行トハJ r教練ノ真価jであると述べ

ている(睦軍省17) (p. 2))。これらは，また「盤

探科ノ尽的Jの七項である「意思ヲ敏速且精密ニ

実行シ得ヘカラシムルコトJとつながるものであ

る。

以上のように「目的jに関する点でいえば，

F教授書Jでは， r兵設」に関わる事項が意図的

lζ省略されているのである。もちろん， r注意，
観察j等は，兵授のみならず体育活動一般に必要

なものである。また， r思考Jr想像Jr判断Jに

ついても， 11理論及実際』では「遊戯ェ於テ最モ

菩ク養ノVレj とある(元文部省鰻操遊戯取調委

員山 (p. 32))。 しかし， 11報告Jでは， 遊戯は

「一定の規律の下jで行なわれることになってい

る。これは，当時盛んになってきた自由な遊戯を

「規律と服従Jの教授の下で行なわせようとする

ものであった。すなわち，小学校教材である遊戯

においても「規律と服従Jが求められたのであ

る。「注意，観察」と同様， r思考Jr想像Jr判
断」等も「規律と服従」の教授の中で必要なもの

であったo したがって，これらの省略について

も， r兵程Jを想起せざるを得ないのである。

これらの「目的Jに関する省略と結びついて，

具体的動作で現われているのが， r基本姿勢J及

び「龍接演習ノ種類」における省略である。

「基本姿勢Jについて，続坐，臥状，坐状， J騒垂

等の姿勢が， 11教授書JIIこは無かった。それゆえ

に， r鐙操演習ノ種類」において， 11報告』には有

った「伏臥シテ上鐘ヲ起スJとか「伏旬、運動J等

が『教授書」では省かれているのである。 r基本

姿勢」の前文は， 11報告』と「教授書」では異な

っていた。その違いは， 11報告』では，体操演習

圃
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上「常ニ用フノレ所ノ姿勢Jとして五姿勢が掲げら

れているのに対し， 11教授書』では，直立姿勢以

外の四姿勢を「比較的其ノ用少キ」ものとしてい

ることであった。この前文の相違は， 11報告」と

『理論及実際』にもみられる。 11教授書Jの前文

は， r理論及実際』と全く同じである。しかし，

「教授書』と『理論及実際』では，四姿勢への扱

い方が異なっている。前者は，国姿勢を「比較的

其ノ用少キ」ものという理由で全く解説していな

いのに対し，後者では，四姿勢も直立姿勢と同様

詳しく解説している(元文部省控操遊戯取調委

員間(pp.120-149))。確かに四姿勢は， r其ノ用少

キ」ものであったかもしれないが，体操法習上不

必要なもので、はなかったのである。 r教授書」で

これらが省略されているのは， r其ノ用少キ」こ

と以外に理由があったのである。

「姿勢」における「脆坐Jr臥状J及び「演習J
における「伏臥j等の動作を考える時，各個教練

における「折敷Jr行進間ノ伏臥J r膝射Jr伏
射Jr膝投Jr伏投」等の演習動作が想起される。

もちろんこれらも教椋のみに必要なものではな

い。しかし，これらの意図的省略は，目的と関わ

って省略されていると理解する方が妥当であろ

フ。

以上のように， r報会』に有り F教授書JIIこ無

いものを見てゆくと， r目的J部分における精神

的諾作用と「演習J部分における身体的諸動作と

における省略がみられた。これらは， r鎧操科ノ

目的」にあった「職業及兵役JIζ適す練習を与え

ることを省略していることに基づいていたので、あ

る。そして，この省略は， r兵式体操Jを止めさ

せるためであった。

前節で明らかにしたように， 1909年改正学校令

での体操教材が「学校体操jとなった理由は，

「兵式体操」であった。 r兵式体操Jを止めさせ

るためには， r兵設jに適す諌習は，必要なかっ

たのである。

結 圭五
ロロ

1909年改正学校令lとみられる「学校体操」の内

容は，スエーデン体操を基調とする『報告』の内

容と一致するものであった。それは，当時盛んで

あった兵式体操の歯止めとして，科学的根拠をも

咽関
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った「学理に基く髄予言的捜操」として登場したも

のであった。

1908年 8月「兵式体操」のとりわけ盛んで、あっ

た私立学校を統制する「私立学校令Jが発布され

る。周年同月四日 日本人体育教師積地拾次郎

が，漠域高等学校(現京畿高等学校〉教諭lこ赴任

している。積地は， 1885 (明治18)年 7月に体操

伝習所を卒業し，その後京都，奈良の尋常中学

校・尋常師範学校等で教鞭をとり， 1903年 5月よ

り1908年 8月18日まで広島高等師範学校で助教授

及び教授の任についていた。そして， 1908年 9月

25日から10月29Bまで，漢域内宮立普通学校長以

下韓人教師体操講習会の講師として学校体操を指

導している(羅10)(p. 116))。 この 体操 講習 会

は， Ir教授書』のそれをきしていると思われる。

1908年 8月という年月の一致にも興味をもつこ

とができる。横地が，広島高等師範学校教授まで

つとめ， r体操講習会j講師に招耳号された人物で

あることを考えるとき，当時，韓国学部が， r学
校体操Jに大変なカを注いでいたことがうかがえ

るのである。

注

注1) 修士論文『朝鮮近代体育成立返程に関する研

究Jl14)(1977)においては， I!教授香』の出，絞を「指導

衝をはかる努力」と捉え， I!報告』の「体操科ノ目的j

との*1:]遼そ「資本主義的生産の発展jの相違によるも

のと理解していた。また拙稿 120世紀初頭毅鮮におけ

る学校体育15)J (1982)では， I!教授書』における「目

的Jの省略は， 1資本主義的生産の発展とも関係があ

るかもしれないがJむしろ， 1童話目的政策にふさわし

いものではない」からであると述べ，脚注で「当時，

私立学校では兵式体擦を中心とした体育活動が盛んに

行なわれ， u反日忍恕』の温床とされていた。jと記し

ている。しかし r学校体操Jについては， rl!学校体
操教授芸;Jlなどの作成にもみられるような指導方法の

改善Jという視点から一定の進歩と捉える混乱をおこ

していた。

注 2) 師範学校，外国語学校，農林学校，実業学校等

もこれらに準じているので，本文では，三つの学校令

のみ述べている。なお，本文中( )で示した学校名

は，後に変更された名称を表わしている。また，本文

中の学校令諸法規は全て『韓米近代法令資料集Jl (大

韓民国2)) による。なお，朝鮮教育令については，

『明治以降教育制度史Jl(文部省12)(p. 78，150， 233)) 

lζよる。
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